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 早いもので、様々な出来事が起きたこの年もいよいよ残り 1か月となりました。厳しい寒さの中、

冬のひだまりがことのほか暖かく感じます。大掃除にクリスマス、お正月の準備など何かと心忙し

い月ですが、まずは今日までがんばってきた自分を褒めてあげてくださいね。それでは今月号を

どうぞ。 

第５回分かりやすいじんけんの話を開催しました！ 
 

 
～変わろう自分、ともに差別や偏見をなくすために～ 

 

＊ 12月13日(金)

＊ 

＊ ＊ 

＊ 

ほくほくプラザ 

や ま し た ち ゆ き

令和６年度 第６回分かりやすいじんけんの話 

男女共同参画に関する人権 

 

とっとり県民カレッジ連携講座 
2024 

 

日 

時 

場 

所 

令和６年 

12/7(土) 13：30～15：50 
[13：00 開場] 

北栄町大栄農村環境改善センター 

北栄町由良宿 423-1 

今年のテーマ 性的マイノリティ 

講演 ダイバーシティ 

～虹色に輝くまちづくり～ 
 

講師 山口 颯一さん 
一般社団法人 ELLY 代表理事 

トンボ学生服アドバイザー 

 １１月１５日(金)、「カラーユニバーサルデザインとは～色づかいの配慮から誰もが

暮らしやすい社会へ～」と題し、鳥取市江山人権福祉センター所長の石田重幸さん

を講師にお迎えし、講演をしていただきました。 

 カラーユニバーサルデザインとは、多様な色覚に配慮して、情報がなるべくすべて

の人に正確に伝わるように、色の使い方や文字の形など利用者の視点に立ってデ

ザインすることを言います。現在は色の見え方の異なる人を「色弱者(しきじゃくし

ゃ)」と呼んでおり、実際に日本人男性は２０人に１人、女性は５００人に１人いると言

われており、日本全体では約３２０万人、世界では約２億人いるそうです。 

特に緑・赤・茶色は見分けがつきにくく、私たちが赤色を使って強調していたもの

はかえって見えづらく、また、色の見分けにくさによって、希望先への進学や就職が

できなかったり、後々トラブルになってしまうことも少なくはありません。このこと

から、誰にでもやさしい色づかいの配慮が必要ということで、県内でも「カラーUD

の推進」が重要施策として掲げられています。色覚は、味覚や嗅覚と同じように人

それぞれに違うということを理解し、常に心に持ち行動することが大切です。 
鳥取市江山人権福祉センター 

所長 石田 重幸さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日  

2 月 午前休館 

3 火  

4 水  

5 木  

 6 金  

7 土  

8 日 絵本の読み聞かせ会 

9 月 午前休館 

10 火  

11 水  

12 木  

13 金 第 6 回分かりやすいじんけんの話 

14 土 
習字教室 

○児 「ミニ門松を作ろう！」 

15 日 おしゃべりサロン 

16 月 午前休館 

17 火  

18 水  

19 木  

20 金  

21 土 習字教室 

22 日  

23 月 午前休館 

24 火 ○児 「ほくほく食堂」 

25 水  

26 木  

27 金  

28 土  

29 日  

30 月  

31 火  
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

 

ほくほく
ポイント
対象事業 餅つきと 

おしゃべりサロン 
12 月15 日(日)9：00～11：00 

機械でお餅を作り、きな粉をつけて食べます。 

そのあと、会話も楽しみましょう！ 

どなたでもご参加できます♪ 

 

●子育て応援 

ポイントシール 

●ほくほくポイント 

どちらか選べます 

 

【お願い】ご不要になった子ども服やおもちゃ、ベビー用品があればお譲りください。 

 

12 月24 日(火) 
9:30～14:00 

 対 象…小学生 

持ち物…お茶、タオル、冬休みの宿題 

エプロン、三角巾、マスク 

参加費…無料 

店 員…３０名程度 

申込み…１２月９日(月)まで 

●主な内容● 
 

・宿題タイム 

・学習「SDGｓって何だろう」 

・北栄町婦人会による紙芝居と寸劇 

・うどん作り 

すべての人間が生まれながらに基本的人権を持ち、あらゆ

る人と国が達成すべき共通の基準として“世界人権宣言”が

採択され、12 月 10 日を「人権デー」と定めました。日本でも

毎年人権デーを最終日とする１週間 12月 4日から 12 月 10

日を「人権週間」と定め、全国的に人権啓発に取り組む週間と

なっています。 

人権は、すべての人が幸せな生活を営むための基本的な

権利です。私たち一人一人が様々な人権問題を「誰か」のこと

ではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うこと

の大切さについて認識を深めることが必要です。 

北栄町においても、広く町民のみなさまに人権問題につい

ての関心を高めていただくために、じんけんフェスティバルや

企業訪問、街頭啓発などを実施しています。 

この人権週間をきっかけに人権について考えてみましょう。 

 

１２月４日～１２月１０日は人権週間 


